
届出、申請等に係る留意事項について

長崎県障害福祉課

１．指定の有効期間について

○指定障害福祉サービス事業所等は、６年ごとに更新を行わなければなりません。

更新を行わない場合は、指定有効期間の経過によって指定の効力を失うことになりますので、

くれぐれも指定有効期間にはご留意ください。（期限満了等のお知らせはいたしません。）

○指定更新書類の提出期限は、指定の有効期間が満了する日の２月前の月末となります。

※例えば、指定年月日が令和６年４月１日である事業所は、令和１2 年３月 31 日が有効期

間満了日になりますので、令和 12 年 1 月 31 日が提出期限となります。

○期限内に申請がない場合、指定更新ができず自立支援給付費の請求が不可能となり、事

業所運営及び利用者支援に支障をきたすこととなります。

２．変更届について

○指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から 10 日

以内に届出が必要です。

◆必要な提出書類（「申請書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。）

県ＨＰトップページ → 電子申請 → 「申請書ダウンロードサービス」 → 福祉保健部

→ 障害福祉課

○変更届（第２号様式（第２条関係））・・・・別添１

・指定障害福祉サービス事業者指定内容変更届出書（者）

・指定障害者支援施設指定内容変更届出書（者）

・指定障害児通所支援事業所内容変更届出書（児）

・指定障害児入所支援事業所内容変更届出書（児）

○該当する変更内容に必要な書類

※共同生活援助における住居追加・廃止・休止・定員増・定員減・類型変更の提出期限は、

以下のとおりといたします。

住居追加、定員増・・・変更予定日の前々月末日まで

例）令和６年４月１日に定員増を行いたい場合、令和６年２月末までに提出が必要です

廃止・休止      ・・・廃止（休止）しようとする日の１月前まで

上記以外       ・・・変更する日の前月の 15 日まで

必要書類は「申請書ダウンロードサービス」で ご確認ください。

○就労系事業所において、サービス管理責任者が不在となった際に、変更届がなされていな

い案件が複数見受けられました。サービス管理責任者が欠如した月の翌々月から欠如が解

消されるに至った月まで欠如減算が適用され、自立支援給付費の返還（過誤調整）をして

いただくことになりますのでご注意ください。
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３．介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

○新たに加算を算定または加算の単位数が増える場合

【原則】

毎月 15 日以前に届出があった（適正な書類として受理した）場合には翌月から、16 日

以降に届出があった（適正な書類として受理した）場合には翌々月から算定を開始できま

す。

【例外】

前年度１年間の実績等を踏まえて届出る加算等であり、算定される単位数が増えるもの

については、上記にかかわらず、４月１５日までに届出（適正な書類として受理した）があ

ったものは、４月分から算定を開始できることとします。

○加算等の要件を満たさなくなった場合

加算の要件を満たさなくなった場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速

やかにその旨の届出が必要です。 なお、この場合は、加算等の要件を満たさなくなった事実

が発生した日（居宅介護サービス費、重度訪問介護サービス費、同行援護サービス費、行動

援護サービス費、計画相談支援費における特定事業所加算については、事実が発生した日

の属する月の翌月初日）から加算等の算定を行うことができません。

◆必要な提出書類（「申請書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。）

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（様式第５号）・・・・別添２

・障害児（通所・入所）給付費算定に係る体制等に関する届出書（児の場合）

○介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

・障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表（児の場合）

○該当する加算の算定に必要な届出書

※福祉・介護処遇改善加算（特定加算、ベースアップ等支援加算を含む）については、様

式が異なりますので、「申請書ダウンロードサービス」でご確認ください。

  職員の欠如等により加算等の算定要件を満たさなくなったにも関わらず、届出がなされてい

ない事例が散見されます。1,000 万円を超えるような多額の返還金が発生した事例もあり

ますので、加算等の体制状況は、必ず点検確認を行ったうえで毎月の請求を行ってください。

４．変更指定申請について

下記事項を変更する場合は、事前協議及び変更申請が必要です。この場合のスケジュール

は新規申請と同様です。

○サービス等の種類：生活介護、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、障害者入所支援、児童発達支援、

放課後等デイサービス、障害児入所支援

○利用定員の増加

◆必要な提出書類（「申請書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。）

○指定変更申請書（様式第１－２号）・・・・別添３
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・指定障害福祉サービス事業所指定変更申請書（者）

・指定障害者支援施設指定変更申請書（者）

・障害児通所支援指定変更申請書（児）

・障害児入所支援指定変更申請書（児）

○定員増加に伴い、変更となる書類（運営規程、従業者の勤務形態一覧表等）

５．Ｒ６報酬改定について

障害福祉サービス等報酬改定が令和６年度に予定されています。

県においても情報収集に努めますが、厚生労働省のホームページ（「障害福祉サービス等

報酬改定検討チーム」）に検討状況など関連情報が随時掲載されますので、動向を注視し

ていただきますようお願いします。
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第２号様式（第２条関係）

　　　　　年　　月　　日

届出者　 主たる事務所の所在地
名　称
代表者の氏名 印

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

注 １ 　該当する事項の番号を「○」で囲むこと。
２ 　変更の内容が確認できる書類その他知事が別に定める書類を添付すること。

３ 　変更の日から１０日以内に届け出ること。

事業所（施設）のサービス管理責任者の氏名，生
年月日，住所又は経歴

　なお，当該変更が利用者の定員の増加に伴うものである場合は，従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を併せて添付す
ること。

併設型における利用者の推定数又は空床型にお
ける当該施設の入所定員

協力医療機関の名称若しくは診療科名又は当該
協力医療機関との契約の内容

他の障害福祉サービス事業者等との連携体制又
は支援体制の概要
連携する公共職業安定所等の名称

変 　 更　  年　  月    日 　　年　　月　　日

（変更後）

事業所の相談支援専門員の氏名，生年月日，住
所又は経歴

主たる対象者
運営規程
事業所の種別（併設型・空床型の別）

名　　　　　称

変 更 が あ っ た 事 項 変 　更　 の　 内 　容
事業所（施設）の名称 （変更前）
事業所（施設）の所在地（設置の場所）
申請者（設置者）の名称
主たる事務所の所在地
代表者の氏名，生年月日，住所又は職名

※定款等若しくはその登記事項証明書又は条例等
（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
「※定款等」は就労継続支援A型事業所のみ

提供する障害福祉サービスの種類
第三者に委託することにより提供する障害福祉
サービスの種類又は第三者の事業所の名称若しく
は所在地

事業所（施設）の平面図又は設備の概要
事業所（施設）の管理者の氏名，生年月日，住所
又は経歴

事業所のサービス提供責任者の氏名，生年月日，
住所又は経歴

4

　次のとおり指定を受けた内容に変更があったので，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第46条第１項　第46条第３項　第51条の25第１項　第51条の25第３項の規定により届け出ます。

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定内容変更届出書
指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者
指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者

所　　在　　地
サービスの種類

事 業 所 番 号

指定内容を変更した事業所（施設）

別添１
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（令和３年度以降）

年 月 日

：

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

）

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

長 崎 県 知 事　様

令和

届出者

主 た る 事 務 所
の 所 在 地 ：

名 称 ：

代表者の職・氏名

　このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所番号

主 た る 事 業 所
（ 施 設 ） の 名 称

事 業 所 （ 施 設 ）
の 所 在 地

郵 便 番 号 （

届け出る事業所の事業の種
類及び同一所在地において
行 う 事 業 等 の 種 類 等

実施
事業

異動等の区分 異動年月日

介
　
　
　
　
護
　
　
　
　
給
　
　
　
　
付

居 宅 介 護 令和

年

年 月

令和

３ 終了 令和

日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了

月 日重 度 訪 問 介 護 １ 新規 ２ 変更

１ 新規 日２ 変更

同 行 援 護 年 月１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

月

療 養 介 護 １ 新規

３ 終了 令和 年

年

月行 動 援 護

２ 変更 ３ 終了 令和 月 日

短 期 入 所 １ 新規 月

生 活 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日令和 年

令和 年 月 日

日２ 変更 ３ 終了 令和 年

訓

練

等

給

付

自立訓練（機能訓練）

施 設 入 所 支 援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

重度障害者等包括支援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

令和 年 月 日

年 月

令和

３ 終了 令和

日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

月 日宿 泊 型 自 立 訓 練 １ 新規 ２ 変更 年

１ 新規 日２ 変更

自立訓練（生活訓練） 年 月１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

月

就労継続支援（Ａ型） １ 新規

３ 終了 令和 年

年

月就 労 移 行 支 援

２ 変更 ３ 終了 令和 月 日

就 労 定 着 支 援 １ 新規 月

就労継続支援（Ｂ型） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日令和 年

令和 年 月 日

日２ 変更 ３ 終了 令和 年

地 域 相 談 支 援
( 地 域 移 行 支 援 ） １ 新規

共 同 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

自 立 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

令和 年 月 日

年

年 月 日

月 日２ 変更 ３ 終了 令和

5

地 域 相 談 支 援
( 地 域 定 着 支 援 ）

１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

別添２
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様式第１－２号

指定変更申請書

平成   年　  月　  日
長崎県知事　様

　申請者
（設置者）

印

　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定障害福祉サービス

 事業所（指定生活介護事業所・就労継続支援A型・Ｂ型事業所）・指定障害者支援施設に係る指定の変更を
 受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

受付番号

特定障害福祉サービス事業所
指定障害者支援施設

所 在 地
名 称
代表者氏名

事業所（施設）所在地市町村番号

申
請
者

（
設
置
者

）

フ　　リ　　ガ　　ナ

名　　　　　　　称

主たる事務所の所在地
（郵便番号　　　　　　―　　　　　　）
　　　　　　　　県　　　　　　郡 ・市　　　　　　

代表者の職・氏名 職　　名
フ　リ　ガ　ナ
氏　　　　　名

法人である場合その種別 法人所轄庁
連絡先 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

代 表 者 の 住 所
（郵便番号　　　　　　―　　　　　　）
　　　　　　　　県　　　　　　郡 ・市　　　　　　

指
定
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ　リ　ガ　ナ

名　　　　　称

事業所（施設）の所在地
（郵便番号　　　　　　―　　　　　　）
　　　　　　　　県　　　　　　郡 ・市　　　　　　

指定変更を受けようと
する事業所番号

指定変更を受けよう
とするサービス種類

変更予定
年月日

変更の内容
変
更
前

変
更
後

　同一所在地において
行う事業等の種類

実施
事業

指定申請をする事業等の
事業開始予定年月日

様　　式
実施
事業

他の法律において既に指定を受け
ている事業等の指定年月日

備　考

特
定
障
害
福
祉

サ
ー

ビ
ス
事
業
所

指
定
障
害
者
支
援

施
設

6

　　２　　「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、

　　　「株式会社」、「特定非営利活動法人」等の別を記載してください。

　　３　　「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。

　　４　　「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をするもの及び既に指定を受けているものについて事業の種類を記載し、

　　　該当する欄には「○」を記載してください。

　　５　　「○○事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を受け、番号が付番されている場合に、その事業
　　　所番号を記載してください。複数の番号を有する場合には、適宜様式を補正して、その全てを記載してください。

○○事業所番号
同一の法律において既に指定を受けている場合

（備考）

　　１　　「受付番号」「事業所（施設）所在地市町村番号」欄には記載しないでください。

別添３
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前年度実績を用いる加算の届出について

長崎県障害福祉課

単位数の増加を伴う加算については、前月 15 日までに提出する必要があるが、前年

度実績を用いる加算の届出については、下記のとおり取り扱うことを可能とする。

（１）届出期日 毎年４月 15日（必着：当日が県の休日の場合は、その翌日）

（２）理由

前年度の実績を県に届け出ることによって算定することができる加算に

ついては４月より加算を算定可能であることが事前にわかっている場合に

あっても、３月 31日までの実績を踏まえて県知事に届け出なければならな

いため。

（３）要件

① 前年度の実績を届け出ることが条件となっている加算等

② 当該加算等を４月から新たに算定することについて、利用者や特定相談支

援事業者等に十分に説明を行い、周知が図れている。
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福祉・介護職員処遇改善加算等について

長崎県障害福祉課

県では障害福祉分野で働く方々の処遇改善のために、処遇改善加算等の積極的な取得を

推奨しています。加算取得に当たって疑問点等がありましたら、お気軽にお問い合わせくだ

さい。

また、下記の資料もご参考ください。

・具体的な内容については、「処遇改善加算等の概要」

・計画書の記載方法については、長崎県追記版の「記載例」

１．令和６年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

（１）提出期限

年度当初の特例

・令和５年４月または５月から加算を取得する場合：令和５年４月１５日（月）【必着】

通常の取扱い

・令和５年６月以降から加算を取得する場合：加算を取得する月の前前月の末日

（例）令和５年６月から加算取得の場合、令和 5年 4月末日までに提出

（２）提出書類について

提出書類については、3月下旬ごろに県ホームページにてご案内予定です。

様式は昨年から変更の可能性がありますので、必ず最新のものを使用してください。

提出書類の案内から提出期限までの期間が短くなる可能性があるため、お早めに根拠書

類の整理等、計画書作成に向けた準備をお願いします。

（３）留意事項

全般について

・例年計画書の不備修正等に多大な時間を要しているため、計画書作成にあたっては厚生労

働省通知や計画書様式に記載の留意事項等をご確認いただき、内容を十分に理解した上で

作成をお願いいたします。

・ご提出いただいた計画書の内容が不十分な場合（加算要件を満たしていない、必要書類が

そろっていない等）、不受理とさせていただく場合がございますので十分ご注意ください。

・計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者等が適切に保管

し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう整理をしてください。
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提出先について

  中核市（長崎市・佐世保市）指定の事業所につきましては、処遇改善加算等計画書につ

いては、中核市あて提出をお願いします。

  複数事業所を一括で提出している事業者にて、県指定事業所と中核市指定事業所が混

在する場合は、県および中核市の両方に提出をする必要があります。

２．変更の届出について

当初提出した計画書に以下のような変更が生じた場合は、原則加算を取得する月の前々

月末までに変更に係る届出書および関係書類を提出すること。

① 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合

② 複数事業所を一括して申請を行う事業者において、事業所に増減（新規指定、廃止等

の事由による）があった場合

③ 該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

④ 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に

変更が生じる場合

⑤ 就業規則を改正（職員の処遇に関する内容に限る。）した場合

⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

３．実績報告書について

令和５年度の実績報告書の提出期限は 7 月末を予定しています。実績報告書の提出は要

件の一つとなっており、提出が必須です。詳細については、令和６年５月ごろご案内いたし

ます。

また、年度途中で計画書に記載のすべてのサービスの処遇改善加算等を廃止する場合、最

終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに報告書を提出する必要があります。

（例）加算を算定する最後のサービス提供月が８月の場合、10 月支払いとなるため、

2か月後の 12月末までに実績報告書を提出

9



処遇改善加算等の概要
令和５年８月 長崎県障害福祉課自立就労支援班

【問い合わせ先】
電話：095-895-2455
FAX:095-823-5082
メール:shougaifukusi-jiritusien@pref.nagasaki.lg.jp
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取得促進について

県では障害福祉分野で働く方々の処遇改善のために、処遇改善加算等の積極的な取得を推奨して
います。

加算取得に当たって疑問点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2

【問い合わせ先】

長崎県 障害福祉課 自立就労支援班

電話：095-895-2455
FAX：095-823-5082

メール：shougaifukusi-jiritusien@pref.nagasaki.lg.jp
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１．処遇改善加算等とは

• 福祉・介護職員の賃金改善を目的とする。処遇改善加算

• 「経験・技能のある障害福祉人材」に重点を置いた賃
金改善を目的とする。※その他の人材も対象

特定処遇改善

加算

• 福祉・介護職員に重点を置き、基本給等の引き上げ
による賃金改善を目的とする。※その他の人材も対象

ベースアップ等支援

加算

4

処遇改善加算等（下記３つの加算のことを「処遇改善加算等」という。）の算定額に相当する職員の賃
金（基本給、手当、賞与等（退職手当除く。））の改善を実施する。

13



２．対象職種（「福祉・介護職員」とは）
○処遇改善加算＆ベースアップ等支援加算において

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員地域移行支援員、
就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基
準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員

賃金向上達成指導員、目標工賃達成指導員、児発及び放デイにおける指導員等（児童指導員
等加配加算におけるその他の従業者）

※ベースアップ等支援加算については、「その他の職員」として上記職員以外の職員を対象と
できる。ただし、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで実施
する。

5
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３．算定方法

一月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定

※詳細は通知を参照

6
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４．各加算の要件

（１）処遇改善加算

（２）特定加算

（３）ベースアップ等支援加算

7
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（１）処遇改善加算

下記の２つの要件を満たす必要がある。

① キャリアパス要件

② 職場環境等要件

※詳細は次ページ以降参照

8

各加算の要件
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（１）処遇改善加算 ①キャリアパス要件
要件 内容 加算

Ⅰ イ 任用における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件（職員の賃金に関するものを含む。）を定
めていること。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

ロ イに掲げる要件に応じた賃金体系（一時金等臨時的に支払われるものを除く。）を定めていること。

ハ イ及びロの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知しているこ
と。

Ⅱ イ 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。（※具体的な計画については通知を参照
すること。）

ロ イについて、全ての職員に周知していること。

Ⅲ イ 職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判
定する仕組みを設けていること。（※具体的には通知を参照すること。）

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

※ここでいう「職員」とは、福祉・介護職員のことをいう。
※加算Ⅲは要件Ⅰ又はⅡのいずれかを満たす。

9

各加算の要件
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（１）処遇改善加算
②職場環境等要件

右の表の処遇改善の取り組みを実施し、
その内容を全ての福祉・介護職員に周知し
ていること。

届出に係る計画の期間中に、全体で必ず
１つ以上の取組を行うことが必要であるこ
と。

10

各加算の要件
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（２）特定加算
下記の要件を満たす必要がある。

① 職場環境等要件
詳細は次ページ参照

② 配置等要件（特定加算Ⅰのみ）
・福祉専門職員配置等加算（訪問系については特定事業所加算）の届出を行っていること
・加算を算定できない状況が常態化し３か月以上継続した場合は、変更届を提出すること
→４か月目から特定加算の算定区分を変更する。（R2.3.31国Q&A vol4 問12）

③ 処遇改善加算要件
処遇改善加算Ⅰ～Ⅲまでのいずれかの届出を行っていること

④ 見える化要件
・特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること
・原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況や賃金以外の処遇改善に関する
具体的な取り組み内容を記載すること

11

各加算の要件
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（２）特定加算
①職場環境等要件

右の表の処遇改善の取り組みを実施し、
その内容を全ての福祉・介護職員に周知
していること。

届出に係る計画の期間中に、６つの区分
から任意で３つの区分を選択し、選択した
区分でそれぞれ１つ以上の取組を行うこと
が必要であること。

12

各加算の要件
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（３）ベースアップ等支援加算

下記の要件を満たす必要がある。

① 処遇改善加算要件
処遇改善加算Ⅰ～Ⅲまでのいずれかの届出を行っていること

13

各加算の要件
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５．配分方法

【共通事項】

基本給による賃金改善が望ましい。

賃金改善額が、加算の算定額以上であること。

｛本年度の（賃金の総額）－（加算額）－（独自の賃金改善額）｝が
｛前年度の（賃金の総額）－（加算額）－（独自の賃金改善額） ｝より大きい。

賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増加分を含めることができる。

加算以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。

独自の賃金改善額が多く、全ての賃金改善を含めた場合、配分ルールを満たせなくなる場合
は独自の賃金改善額を除いて、報告書を作成できる。（R1.5.17国 Q&A  vol1問17）

14

（１）処遇改善加算 （２）特定加算 （３）ベースアップ等支援加算
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（１）処遇改善加算

福祉・介護職員（参考「２．対象職種」）のみを対象とする。

15

配分方法
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（２）特定加算

事業所等に従事する全ての職員を対象とする。

「a,b,c」のグループに割り振り配分する。※次ページ参照

16

配分方法
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17

内容 説明 配分方法

a 経験・技能のある
障害福祉人材

【資格等】

・福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
保育士／心理指導担当職員（公認心理師含む。）／サビ管／児発管
／サービス提供責任者
【年数等】
上記のうち、所属する法人等での勤続年数10年以上の職員を基本と
しつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏ま
え、各事業所の裁量で決定する。
【変更特例】
本来はbだが研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の障
害福祉人材

１人以上は、

・特定加算による賃金改善額が月額平均８万
円以上（増加分の法定福利費含む）
・または改善後の賃金が年間440万円以上（社
会保障料等の事業主負担その他の法定福利
費を含まない）（処遇改善加算を含めてよい）
となるよう配分する。
（R1.5.17国 Q&A  vol1問7）
※達成困難な場合は合理的な説明をすること

b その他の
障害福祉人材

【資格等】
aに該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員（公認心理師含
む。）、サビ管、児発管、サービス提供責任者
【変更特例】
本来はcだが個別のサービス等の類型ごとに必要となる専門的な技
能（※要通知確認）を保有する職員（賃金改善前の年収が440万円を
上回るものを除く。）

c その他の職種 障害福祉人材以外の人材 改善後の賃金が年間440万円以上とならない

aからcのそれぞれにおける平均賃金改善額について a＞b≧2×c

配分対象における職員分類の変更特例（要届出）
経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、職員のグループ分けの変更ができる。

※ただし、平均賃金がb＞cの場合はこの限りでない。

配分方法
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（３）ベースアップ等支援加算

福祉・介護職員（参考「２．対象職種」）及びその他の職員を対象とする。
その他の職員に配分する際は、当該加算があくまでも福祉・介護職員の処遇改善を行う趣旨
であることを留意すること。

賃金改善額（加算額+独自の賃金改善額）のうち、３分の２（67％）以上はベースアップ等（基
本給又は毎月支払われる手当ての引上げ）に充てる。

18

配分方法
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６．実績報告における確認事項
加算額以上の賃金改善について

（各加算を含む賃金改善額）≧（処遇改善加算等の加算の額） となる。

→受け取った加算額分は必ず賃金改善に充てること。
→独自の賃金改善額が多く全ての賃金改善を含めた場合、配分ルールを満たせなくなる場合は独自の賃金改善額を除いて、
報告書を作成できる。（R1.5.17国Q&A  vol1問17）

加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて

（当該年度）≧（前年度） となる。

→｛当該年度の（加算の配分対象の全ての職員の賃金の総額）－（加算額）ー（独自の賃金改善額））｝が
｛前年度の（①賃金の総額）－（加算額）ー（独自の賃金改善額）｝以上となる。

※①前年度の賃金の総額については、
職員構成が変わった等の事由により当該年度の実績と正確に比較できない場合、今年度との比較に適した値として推計可能

19
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７．加算の届出
ホームページから届出書をダウンロードし、下記期限までに長崎県障害福祉課まで提出すること。

通常の取り扱い

・令和５年６月以降から加算を取得する場合：加算を取得する月の前前月の末日

（例）令和５年６月から加算取得の場合、令和5年4月末日までに提出

年度当初の特例

・令和５年４月または５月から加算を取得する場合：令和５年４月１４日（金）

【ホームページ掲載先】

ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞障がい者＞お知らせ（事業者用）＞各種調査＞

福祉・介護職員処遇改善等の届出
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８．資料の保管及び提示
以下の書類を適切に保管し、知事から求められた場合は速やかに提示しなければならない。

① 処遇改善計画書及び実績報告書（２年間保存）

② 計画書の記載内容に係る根拠資料

③ 労働基準法第89条に規定する就業規則
（キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規定、キャリアパス要件Ⅲに
係る昇給の仕組みに関する規定を含む。）

④ 労働保険に加入していることが確認できる書類
（労働保険関係成立届、労働保険概算、確定保険料申告書等）
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９．参考
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」（令和５年３月１０日付け障障発0310第２号 厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課長通知）

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」VOL.１～４（厚生労働省事務連絡）
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